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九州大学中国医学研修員受入規程

平成１６年度九大規程第９４号

施 行：平成１６年 ４月 １日

最終改正：令和 元年 ８月２６日

（令和元年度九大規程第３１号）

（趣旨）

第１条 この規程は、九州大学（以下「本学」という。）における中国医学研修員（以下

「医学研修員」という。）の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 医学研修員は、財団法人日中医学協会（以下「日中医学協会」という。）が、中

国から招致する研修員に対し、本学において研修の機会を与え、その能力の一層の向上

を図ることを目的とする。

（資格）

第３条 医学研修員として受入れることができる者は、日中医学協会が招致する研修員で

あって、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８３条で定める大学を卒業した者又

はこれに準ずる学力があると認めた者とする。

（受入れの許可）

第４条 研修員を医学研修員として委託しようとする日中医学協会の理事長は、所定の中

国医学研修生委託計画書をもって総長に申請するものとする。

２ 総長は、前項の申請があった場合は、当該研修員が研修を希望する部局（以下「研修

指導部局」という。）の長と協議を行い、受入れが適当であると認めるときは、これを

許可するものとする。

３ 第１項に規定する申請手続は、原則として研修開始日の３０日前までに行うものとす

る。

（研修期間）

第５条 医学研修員の研修期間は、１年以内とし、受入れが許可された日の属する事業年

度を超えることはできないものとする。

（研修方法）

第６条 研修指導部局の長は、医学研修員の研修目的及び研修内容を考慮して指導教員を

定め、研修指導を行うものとする。

２ 指導教員は、研修目的を達成するために必要と認める場合には、当該研修期間中に本

学以外の国立大学等において研修指導を行うことができる。

（研修料）

第７条 医学研修員の研修料は、次のとおりとする。

研修期間 研 修 料

１２月 ５６７，６００円

２ 日中医学協会の長は、医学研修員の受入れを許可されたときは、前項に規定する研修

料を本学が指定する日までに納入しなければならない。

３ 既納の研修料は、返還しない。

附 則

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年度九大規程第２７号）

この規程は、平成１９年１２月２６日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規程第２１３号）
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この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（令和元年度九大規程第３１号）

この規程は、令和元年１０月１日から施行する


